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        島根大学大学評価評議会 (第１２回) 議事要録 

 

日 時 : 平成２０年３月１７日（月）１７時１５分開会 ～ １７時５０分閉会 

場 所 : 松江キャンパス 本部棟５階大会議室 

欠席者  井原理事(経営・法務担当) 

 

議 題１．平成１９年度実施 教員個人評価結果の総括について 

                     

□ 学長から資料に基づき次のとおり概要説明があった。 

 

○「島根大学における教員個人評価に関する規則」第９条第７項に基づき，各

部局から報告のあった「平成１９年度における教員の個人評価結果」を検証

し，３月１３日開催の常任理事懇談会で検証した内容の確認を行い，本日開

催の評価評議会で評価結果の総括を行うものである。 

○今年度から教員個人評価は，本実施としており，昨年度の試行時の約８７パ

ーセントに比べ，今年度は評価対象者の約９６パーセントに対し個人評価を

実施することができた。 

○各部局においても個人評価制度が学部の運営改善に繋がり，教員の諸活動に

成果が現れつつあること，また，現行の評価システムが大学の中に定着する

兆しが確認できたことなどが報告されている。 

○こうした報告から見ても，本学が導入した教員個人評価制度が各部局におい 

て前向きに取り組まれ，制度自体が機能しつつある。 

 

□ 学長から検証した内容ごとに次のとおり説明があった。 

 

(１) 全学的な指針(評価水準，ウェイト付け)について 

○設けることの是非を含めて常任理事懇談会で検討し，評価評議会で意見交換

を進めながら，最終的に平成１９年５月開催の評価評議会で全学的な指針(評

価水準，ウェイト付け)を決定した。平成１９年度は，この全学的な指針を基

に評価を実施したが，各部局とも極端な評価結果のバラつきがなくなり，正

規分布に近くなった。 

 

(２) 評価結果の利用(給与等の処遇への反映方法)について 

○昇給や賞与への評価結果の利用にあたっては，各学部・研究科等に配分した 

昇給原資・賞与原資に見合う範囲で処遇に反映させることとした。 

○当面，各学部，研究科等への配分原資は，在籍教員数に応じた額とし，部局 



 2 

間に差をつけないこととしている。 

○処遇反映の指針を検討するため，学長の下に担当理事，学部長経験者等で構

成するＷＧを設置し，部局連絡協議会で意見集約を行いながら「教員個人評

価処遇反映のためのガイドライン」を策定した。教員については，このガイ

ドラインに沿って平成２０年１月から査定昇給を実施した。 

 

(３) 評価作業の負担の軽減について 

○自己評価報告書作成の際の字数の上限設定，教員情報データと学内の現有デ

ータとの連携，委員会データの登録支援システムの構築など技術的な改善を

行った。なお，入力データが正しいかどうかの検証，入力項目の精選につい

て平成１９年度も課題が指摘されている。 

  

(４) 評価体制について 

○平成１９年６月に「島根大学における教員個人評価に関する規則」を制定し，

これに基づき個人評価を実施していることで基本的な制度設計自体は，概ね

固まったと考えている。 

  

(５) 報告書の未提出者及び活動状況が十分でないと評価された者について 

○具体的な対応については，「教員個人評価処遇反映のためのガイドライン」に

示しているが，教員の諸活動の改善に向けた「研修計画」についても全学と

して検討していきたい。具体的な研修内容については，これから詰めていく

必要がある。 

 

□ 次の２点について確認を行い，学長から各評価者に対し要請があった。 

 

(１)「島根大学優良教育実践表彰」について 

○教育実践表彰は，「顕彰された前年度の優良な教育活動の実績を示す根拠デー

タ」として取り扱うこと，研究については，「顕彰された年度の優良な研究活

動の実績を示す根拠データ(実績)」として取り扱うことを評価評議会として

確認した。今後この点に留意のうえ評価にあたるよう学長から各評価者に対

し要請があった。 

 

(２) 大学の特色としての「環境教育，環境研究，環境人材の養成」について 

○本学は，大学憲章でも明確にしているように，環境教育，環境研究に力を入

れることを大学の特色として打ち出しており，こうした環境マネジメントに

関する取り組みを評価し，個々人の活動レベルの活性化に繋げていくことを
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評価評議会として確認した。今後この点に留意のうえ評価にあたるよう学長

から各評価者に対し要請があった。 

 

□ 総合評価の評語の改定について 

 

○評価結果を分かり易くより適切に表現する視点から，総合評価の評語を現在

の「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥ」から「Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤ」に改定したいと

の提案(同様の要請が生物資源科学部からもあった)が学長からあり，審議の

結果，提案どおり総合評価の標語を改定することになった。なお，改定作業

については，評価室で行うよう学長から指示があった。 


